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嬉野市農業委員会 
 



第７期嬉野市農業委員会 第１6 回定例総会議決一覧 

 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第 1 号  農地等形状変更届出について   

 1 吉田五斗別当   田の嵩上げ R7. 11.4 報 告 

     

議案第 1 号  農用地利用集積等促進計画案について   

  賃借権設定（中間管理機構）   

 1～31 
久間後山 外 164 筆 

 賃貸借権・使用貸借権 
R7. 11.4 承 認 

     

議案第 2 号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 1 吉田皿屋  外 3 筆   贈与 R7. 11.4 許 可 

 2 真崎一本谷              贈与 R7. 11.4 許 可 

 3 吉田五斗別当            売買 R7. 11.4 許 可 

     

議案第 3 号  農地法第４条の規定による申請の承認について   

 1 下宿五本松     貸駐車場 R7. 11.4 承 認 

     

議案第 4 号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １ 下 野   外 1 筆     一般住宅 R7. 11.4 承 認 

 ２ 谷所平山  外 1 筆     駐車場 R7. 11.4 承 認 

     

議案第 5 号  非農地証明願について   

 1 下野一本杉    雑種地 R7. 11.4 決 定 

     



  第７期嬉野市農業委員会 第 17 回定例総会議事録 

 

 

１ 招集年月 日  令和 7 年 11 月 4 日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所塩田庁舎 3-2 会議室   

 

３ 開 会 日 時  開会  11 月 4 日 午後１時３０分 議長 石橋 勇市 
    及 び 宣 告  閉会  11 月 4 日 午後２時２２分 議長 石橋 勇市 

 

４ 会議の公開の  公開 

  可否・理 由  農業委員会等に関する法律第 32 条 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席 氏  名 出欠 備   考 議席 氏名 出欠 備   考 

会長 石橋 勇市 〇 議   長 ７ 田中 嘉靖 〇  

１ 嬉野 奉文 〇  ８ 永尾 智子 〇  

２ 吉田 正幸 ○  ９ 中村 法嗣 〇  

３ 織田 伊津子 ○  １０ 峰松 善継 〇  

４ 前田 安一 ○  １１ 辻 知子 × 議事録署名 

５ 志田 義信 ○ 憲 章 朗 読 １２ 峰 正已 ○ 議事録署名 

６ 梶原 文雄 ○ 事前審査班長  

（事 務 局） 

氏    名 出欠 備    考 氏    名 出欠 備    考 

大 曲  ○ 局 長 永 田 ○ 主 査 

西 田 ○ 主 任 中 山 ×  

 

農業委員会以外の出席者：農業政策課 主任 東  

 



 

６ 報 告 

報告第１号 農地等形状変更届出について           ・・・・・   １件 

 

７ 議 案 

 議案第１号 農用地利用集積等促進計画案について ・・・・・・・・・・・・  別添 

議案第２号 農地法第３条の規定による申請の許可について ・・・・・・・・  ３件 

議案第３号 農地法第４条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  １件 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  ２件 

議案第５号 非農地証明願について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １件 

 

８ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、辻委員が欠席ではございますが、定足数に達しておりますので石橋会

長の御挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします 
 

会  長  （挨拶等）皆様こんにちは。朝晩はめっきり寒くなってきました、多忙の中で

の出席について感謝いたします。また本日は市民表彰もあっており 6 人の方

が表彰され、私も農業委員会会長として参加をしております。それでは、 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号 5 番 志田 義信  委員にお願いし

ます。  

      全員、御起立ください。  

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 

議  長  それでは、ただ今から、第７期嬉野市農業委員会第 16 回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告 1 件、議案 38 件で、審議事項は 39 件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号 9 番 中村 法嗣 委員と 10 番 峰松 善継 

委員 を指名します。よろしくお願いします。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  それでは、報告第１号 農地等形状変更届出 について を議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、皿屋 の ○○ ○○ 様です。 

所在地は、大字 吉田 五斗別当 丁○○番、 

地目は田で、面積は 360 ㎡です。 

      事由は、田の嵩上げ(段差を調整し、作業効率を良くするため） 

      隣接は、東西北は田、南は里道・田 です。 

      図面は２ページと３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、峰委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等） 

議  長  続いて、10 月 31 日に第 1 班、第 2Gｒ で実施した事前審査の結果について、

前田委員、班長として報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等） 

 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員  （質問等）な し 

 

地域担当・班長  （回答等）な し 

 

事 務 局  （説明等）な し 



 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、質疑を終結し、報告第１号、整理番号１番を終わります。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第 1 号 農用地利用集積等促進計画案に

ついて、を議題とします。 

       皆さんに、お諮りします。 

貸借
たいしゃく

権
けん

設定について、申請番号 1 番から 31 番までについて、 一括審議し

たいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番から 31 番までに

ついて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表 1 ページから 13 ベージをご覧ください。 

貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番から 31 番までについてです。 

貸し手人は 塩田町大字久間乙○○番地 の ○○ ○○ 様、外 26 名様 

借り手人は 嬉野町大字岩屋川内丙○○番地の ○○ ○○ 様､外 22 名様です。 

所在地は、大字久間 後山 乙○○番 外 164 筆、 

地目は田・畑で、面積は田が 74,075.76 ㎡、畑が 99,908.82 ㎡、 

田畑の合計で 173,984.58 ㎡です。 

利用権は、賃貸借権
ちんたいしゃくけん

・使用貸借権
たいしゃくけん

で、期間は令和 8 年 1 月 1 日から令和 22

年 5 月 31 日までです。 

県の公告は令和 7 年 12 月 26 日の予定です。 

公益社団法人 佐賀県農業公社 が転貸人
てんたいにん

であります。 

計画内容については、法で定められる各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番から 31 番までについて、質

疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）嬉野委員～ 米の作付け計画は今後どうなるのか。 

農業政策課   （回答等）正式な見解は、現段階では出来ない状況にあります。 

委  員   （質問等）前田委員～ 農地を市に帰属できるのでしょうか。 



農業政策課   （回答等）市では受け取っていません。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番か

ら 31 番までについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手

をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 1 号  農用地利用集積等促進計画案について 貸借権
たいしゃくけん

設定 につい

て、申請番号 1 番から 31 番までについては、原案のとおり承認することに決

定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 2 号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題

とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 4 ページ、整理番号 1 番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 佐賀市 の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 皿 屋 の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字 吉田 皿屋 丁○○番 外 3筆 

地目は田・宅地(畑)で、面積は田が 970 ㎡、宅地(畑) が 105.98 ㎡、合計で

1,075.98 ㎡です。 

譲渡理由及び、譲受理由は兄弟間の贈与です。 

図面は 5 ページから 8 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号 1 番について、質疑を行ないます。質問、意見はありま

せんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

事 務 局   （回答等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 1 番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

 



議案第 2 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 1 番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 鹿島市 の ○○ ○○ 様、 

      譲受人は 真 崎 の ○○ ○○  様、 

      所在地は、大字 真崎 一本谷 ○○番  

地目は田で、面積は 215 ㎡です。 

譲渡理由及び、譲受理由は兄妹間の贈与です。 

図面は 9 ページから 10 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   （質問等）な し 

 

事 務 局   （回答等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 2 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 皿 屋 の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 西吉田 の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字 吉田 五斗別当 丁○○番、  

地目は田で、面積は 360 ㎡です。 

譲渡理由は農業廃止ため、譲受理由は経営規模の拡大です。 

売買価格は、反当たり 555,555 円、全体で 200,000 円です。 

図面は 11 ページから 12 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号 3 番について、質疑を行ないます。質問、意見はありま

せんか。 

委  員   （質問等）な し 



 

事 務 局   （回答等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 3 番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 2 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 3 番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 3 号 農地法第４条の規定による申請の承認について を議題

とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 13 ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 下 宿 の ○○ ○○ 様、 

所在地は、下宿 五本松  甲○○番○、 

地目は畑で、面積は 150 ㎡です。 

農地区分は第 3 種農地、【第二種中高層住居専用地域】 

用途目的は貸駐車場です。 

事由は、寺院の役員をしていますが、年間行事の際には、現在の駐車場枠では

不足し、通路や参道に駐車する状況です。個人所有地を宗教法人が利用する貸

駐車場用地として転用したい ということです。 

東は畑、西は田・里道、南は田、北は里道・畑 です。 

      図面は 14 ページから 15 ページ､写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  永尾委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）ここは私のエリアでもあるため、犬の散歩でも昔からよくこの場

所を通っていました。時折、草が繁茂するなど地域の課題などもありました。

そこで今回、寺院の駐車場として活用されるにあたり、排水等も適切に計画

されているため、問題ないと判断しました。 

 

議  長  前田班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）排水の対策を申請人に問いましたが、U 字溝は設

置しないとの事でした。しかし、舗装もしないので雨水は従来どおり自然浸

透をすると説明がありました。なお、大雨の際は前部の水路に流れていくよ

うな施工もするとのことなので、問題はないかなあと思いました。 

 



議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

地域担当・班長   （回答等）な し 

 

事 務 局   （説明等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 3 号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 4 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 16 ページ、整理番号１番です。 

譲渡人は  井手川内 の ○○ ○○ 様、 

譲受人は  武雄市  の ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字 下野 甲○○番○ 外 1 筆  

地目はすべて畑で、面積は合計で 560 ㎡です。 

農地区分は第 3 種農地【第二種中高層住居専用地域】、 

用途目的は一般住宅です。 

事由は、現在、夫婦と子供 2 人で賃貸住宅に住んでいますが、子供の成長に

より手狭となったため、祖父所有地に、一般住宅用地として転用したい とい

うことです。 

東は宅地、西は道路・宅地・畑、南は畑・道路、北は道路・宅地です。 

祖父から孫への贈与となります。 

図面は 17 ページから 18 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  嬉野委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）この区画は宅地分譲としての第 8 区画となります。土地区画整備

エリアになりますので、住宅申請は問題ないと思われますので審議をお願

いします。 



 

議  長  前田班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）新幹線の高架も見えるような場所です。手前の方

はﾌﾞﾛｯｸ積をして、奥が正面になるので、そこから出入りをする計画をされ

るみたいです。なお、平屋を建てる予定だそうです。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

地域担当・班長   （回答等）な し 

 

事 務 局   （説明等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 4 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 2 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号 2 番です。 

譲渡人は  太良町 の ○○ ○○ 様、外 1 名様 

譲受人は  平 山 の ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字 谷所 平山 甲○○番○ 外 1 筆  

地目はすべて畑で、面積は合計で 85 ㎡です。 

農地区分は第 2 種農地、用途目的は駐車場です。 

事由は、現在、家族が所有している車で駐車スペースが不足しているため、

申請地を駐車場（カーポート建設）用地として転用したい ということです。 

東は道路、西北は畑、南は宅地です。 

売買価格は、反当たり 3,058,823 円、全体で 260,000 円です。 

図面は 19 ページから 20 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  吉田委員 地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

 



地域担当   （説明等）この場所は、ちょうど市境になり、奥に見えているのは鹿島市の

市道です。今回の申請場所は嬉野市です。現状として、駐車スペースがない

ため、この場所は農地としての利用もないことから、申請は問題ないと判断

しました。 

 

議  長  前田班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）雨水対策も、手前の方に U 字溝を設置して対策

をされるそうなので、問題ないと判断しました。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）永尾委員～ 駐車場は隣の農地を全部使用しないのですか。 

 

事 務 局   （説明等）全部となると駐車場には広すぎるため一部利用となっています。 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 2 番については、原案のとお

り許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 4 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 2 番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 5 号 非農地証明願について を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 21 ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 福岡県小郡市 の ○○ ○○ 様 

      所在地は、大字 下野 一本杉 甲○○番 

地目は畑で、面積は 539 ㎡です。 

状況は、雑種地 です。 

事由は、申請地は25年以上前から耕作がされておらず、周囲の状況からみて、

農地として復元しても、継続して利用ができないと見込まれる土地である。現

況地目も雑種地であり、登記地目を変更するため非農地証明をお願いしたい 

ということです。 

      東は田（畑）、西は水路・里道、南は畑・道路、北は里道 です。 

図面は 22 ページから 23 ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

議  長  嬉野 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 



地域担当   （説明等）場所は井手川内の中山地区になります。現場を見れば非農地には

どうなのかと思いもしますが、25 年以上このような状況でもあり、今後も

この状態が続くため、非農地として止む無しとの判断になるのか苦慮すると

ころでもあります。 

 

議  長  前田 委員、班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

地域担当・班長   （説明、事前審査の結果報告等）25 年以上、この状況なので非農地でも止

む無しとも思う。地権者は現在、福岡に住んでいらっしゃいますので維持管

理も困難たと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）田中委員～ この地権者の方はいつも申請される方ですか。 

事 務 局   （説明等）そうです。財産の整理をされているみたいです。本案件について

は非農地決定をしても法務局の登記官の判断により登記がどうなるかは不

明ですが、当委員会としては非農地か否かの判断をして頂ければと思います。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 5 号 非農地証明願について 整理番号１番については、原案のとお

り非農地証明することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

 

委  員  な し 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第７期嬉野市農業委員会第 16 回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 2 時 22 分 閉会 ） 

 

 

 



 

議  長  それでは、その他の事項について、事務局説明をお願いします。 

局  長  次の総会と事前審査の日程についてお知らせします。 

      次回、第 17 回の総会は、令和 7 年 12 月 1 日 月曜日、午後１時３０分から、 

◎嬉野市中央公民館 視聴覚室 で開催します。 

事前審査は、11 月 28 日 金曜日 午前８時半から実施です。 

担当は 2 班（2Ｇｒ）です。 
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